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刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
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休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
総
合
防
災
部
防
災
管
理
課
）…
一

告

示

○
都
市
計
画
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
開
発
企
画
課
）…
二

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
行
政
処
分
（
二
件
）
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）…
二

○
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
六
号
（
市
町
村

に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第

二
条
の
表
十
六
の
項
イ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
指
定
す

る
工
場
）
の
一
部
改
正
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
二

○
平
成
十
七
年
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
四
号
（
東
京
都
エ

ネ
ル
ギ
ー
環
境
計
画
指
針
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
気
候
変
動
対
策
部
計
画
課
）…
二

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
一一

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）…
一二

告

示
（
選
）

○
参
議
院
（
東
京
都
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名

簿
の
登
録
基
準
日
及
び
登
録
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一二

告

示
（
下
水
）

○
下
水
を
排
除
及
び
処
理
す
べ
き
区
域
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一二

公

告

○
参
議
院
（
東
京
都
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の

事
務
を
行
う
場
所
…
…
…
…
…（
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
）…
一二

○
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
分

会
長
の
事
務
を
行
う
場
所
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一二

○
参
議
院
議
員
選
挙
に
お
け
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に
す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付

場
所
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一二

規

則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
号

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
避
難
所
及
び
応
急
仮
設
住
宅
の
供
与
の
項
中
「
三
百
五

十
円
」
を
「
三
百
六
十
円
」
に
、
「
六
百
八
十
八
万
三
千
円
」
を

「
七
百
八
万
九
千
円
」
に
改
め
、
同
表
炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食

品
の
給
与
及
び
飲
料
水
の
供
給
の
項
中
「
千
三
百
三
十
円
」
を
「
千

三
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
表
被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の

給
与
又
は
貸
与
の
項
中
「
一
九
、
八
〇
〇
円
」
を
「
二
〇
、
三
〇
〇

円
」
に
、
「
三
二
、
八
〇
〇
円
」
を
「
三
三
、
七
〇
〇
円
」
に
、

「
二
五
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
六
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
四
二
、
四

〇
〇
円
」
を
「
四
三
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
三
七
、
七
〇
〇
円
」
を

「
三
八
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
五
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
六
〇
、
六

〇
〇
円
」
に
、
「
四
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
六
、
二
〇
〇
円
」
に
、

「
六
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
七
〇
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
五
七
、
〇

〇
〇
円
」
を
「
五
八
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
八
七
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
八
九
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
三
〇
〇
円
」
を
「
八
、
五
〇
〇

円
」
に
、
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
三
〇
〇
円
」
に
、

「
六
、
五
〇
〇
円
」
を
「
六
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
四
〇
〇

円
」
を
「
一
〇
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
七
〇
〇
円
」
を
「
八
、

九
〇
〇
円
」
に
、
「
一
三
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
〇
〇
〇
円
」

に
、
「
一
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
三
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
一

九
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
九
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
一
五
、
九
〇
〇

円
」
を
「
一
六
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二

三
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
二
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
〇
、
五
〇
〇

円
」
に
、
「
二
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
九
、
八
〇
〇
円
」
に
、

「
二
、
八
〇
〇
円
を
」
を
「
二
、
九
〇
〇
円
を
」
に
、
「
三
、
八
〇

〇
円
」
を
「
三
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
被
災
し
た
住
宅
の
応

急
修
理
の
項
中
「
五
万
一
千
五
百
円
」
を
「
五
万
三
千
九
百
円
」
に
、

「
七
十
一
万
七
千
円
」
を
「
七
十
三
万
九
千
円
」
に
、
「
三
十
四
万

八
千
円
」
を
「
三
十
五
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
表
学
用
品
の
給
与

の
項
中
「
五
千
二
百
円
」
を
「
五
千
五
百
円
」
に
、
「
五
千
五
百

円
」
を
「
五
千
八
百
円
」
に
、
「
六
千
円
」
を
「
六
千
三
百
円
」
に

改
め
、
同
表
埋
葬
の
項
中
「
二
十
二
万
六
千
百
円
」
を
「
二
十
三
万

二
千
二
百
円
」
に
、
「
十
八
万
八
百
円
」
を
「
十
八
万
五
千
七
百

円
」
に
改
め
、
同
表
死
体
の
処
理
の
項
中
「
三
千
六
百
円
」
を
「
三

千
七
百
円
」
に
、
「
五
千
七
百
円
」
を
「
五
千
九
百
円
」
に
改
め
、

同
表
災
害
に
よ
つ
て
住
居
又
は
そ
の
周
辺
に
運
ば
れ
た
土
石
、
竹
木

等
で
日
常
生
活
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
（
以
下
「
障

害
物
」
と
い
う
。
）
の
除
去
の
項
中
「
十
四
万
円
」
を
「
十
四
万
三

千
九
百
円
」
に
改
め
る
。



令和7年6月27日（金曜日）東 京 都 公 報（第18335号） ２

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
号

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
国
家
戦

略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
を
定
め
た
同
法
第
八
条
第
一
項
の

区
域
計
画
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
六
月
九
日
付
け
で
同
法
第
九
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
東
京
都
市
計
画
都
市
再
生
特
別
地
区
の
変
更
が
さ
れ
た
も
の
と
み

な
さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
再
生
特
別
地
区

（
丸
の
内
仲
通
り

南
周
辺
地
区
）

追
加
す
る
部
分

千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
、
丸
の
内
三

丁
目
及
び
有
楽
町
一
丁
目
各
地
内

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
一
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
タ
カ
キ

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

髙
木

聡

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
大
和
市
中
央
一
丁
目
一
番
地
五

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑾
第
四
一
一
九
七
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
三
年
十
一
月
六
日

二

処
分
年
月
日

令
和
七
年
六
月
十
九
日

三

処
分
内
容

免
許
の
取
消
し

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
三
号

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
二
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
ハ
ウ
ス
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

野
口

翔
平

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

足
立
区
竹
の
塚
一
丁
目
三
十
七
番
十
二
号

小
林
岡
田
ビ
ル
一
階

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
四
九
八
四
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
二
年
七
月
十
日

二

処
分
年
月
日

令
和
七
年
六
月
十
九
日

三

処
分
内
容

免
許
の
取
消
し

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
三
号

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
三
号

昭
和
四
十
五
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
六
号
（
市
町
村
に
お
け

る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
表
十
六
の

項
イ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
工
場
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

表
東
芝
イ
ン
フ
ラ
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社
府
中
事
業
所
の
項
工
場

の
名
称
又
は
種
類
の
欄
中
「
東
芝
イ
ン
フ
ラ
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社

府
中
事
業
所
」
を
「
株
式
会
社
東
芝
府
中
事
業
所
」
に
改
め
、
同
項

設
置
者
の
欄
中
「
東
芝
イ
ン
フ
ラ
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社
」
を
「
株

式
会
社
東
芝
」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
四
号

平
成
十
七
年
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
四
号
（
東
京
都
エ
ネ
ル
ギ

ー
環
境
計
画
指
針
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
中
「。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。

」
を
削
る
。

第
三

一
㈠
中
「へ

の
電
気
の
供
給
（
２
（
３
）
を
除
き
、
以
下

単
に
「
電
気
の
供
給
」
と
い
う
。
）

」
を
「に

供
給
し
た
電
気
の
発

電

」
に
改
め
、
「温

室
効
果
ガ
ス
の
量
と
し
て
、

」
を
削
り
、
「以

下
「
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
」
と
い
う
。

」
を
「以

下
「
未
調
整
Ｃ
Ｏ
２
排

出
量
」
と
い
う
。

」
に
、
「Ｃ

Ｏ
２
排
出
量
に
は
、

」
を
「未

調
整

Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
に
は
、

」
に
、
「Ｃ

Ｏ
２
排
出
量
に
限
ら
ず
、

」
を
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「Ｃ

Ｏ
２
排
出
量
（
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
量
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
限
ら
ず
、

」
に
改
め
、
同
㈡
中
「供

給

」
を
「発

電

」
に
、

「Ｃ
Ｏ
２
排
出
係
数

」
を
「未

調
整
排
出
係
数

」
に
改
め
、
同
十三
中

「調
整
後
Ｃ
Ｏ
２
排
出
係
数

」
を
「基

礎
排
出
係
数
及
び
調
整
後
排

出
係
数

」
に
改
め
、
「電

気
事
業
者
の

」
の
次
に
「基

礎
Ｃ
Ｏ
２
排

出
量
及
び

」
を
加
え
、
こ
れ
を
同
十六
と
し
、
同
㈩
か
ら
同
十二
ま
で
を

三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
㈨
中
「調

整
後
Ｃ
Ｏ
２
排
出
係
数

」
を

「基
礎
排
出
係
数
（
以
下
「
メ
ニ
ュ
ー
別
基
礎
排
出
係
数
」
と
い

う
。
）
及
び
調
整
後
排
出
係
数

」
に
、
「メ

ニ
ュ
ー
別
調
整
後
Ｃ
Ｏ
２

排
出
係
数

」
を
「メ

ニ
ュ
ー
別
調
整
後
排
出
係
数

」
に
改
め
、
こ
れ

を
同
十二
と
し
、
同
㈥
か
ら
同
㈧
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
㈤

中
「（

１３）

」
を
「（

１６）

」
に
改
め
、
こ
れ
を
同
㈧
と
し
、
同
㈣

中
「Ｃ

Ｏ
２
排
出
係
数

」
の
次
に
「（

１
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の

電
気
の
発
電
及
び
供
給
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）

」
を
加
え
、
こ
れ
を
同
㈦
と
し
、
同
㈢
中
「再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー

」
を
「未

調
整
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
に
、
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー

」
に
改
め
、
「買

取
電
力
相
当
量

」
の
次
に
「、

固
定
価
格

買
取
制
度
以
外
で
国
へ
の
設
備
登
録
が
完
了
し
た
非
化
石
電
源
か
ら

の
調
達
量

」
を
加
え
、
「（

１３）

」
を
「（
１６）

」
に
改
め
、
「を

用
い
て
算
定
し
た
Ｃ
Ｏ
２
排
出
係
数
（
以
下
「
調
整
後
Ｃ
Ｏ
２
排
出

係
数
」
と
い
う
。
）

」
を
削
り
、
こ
れ
を
同
㈤
と
し
、
同
㈡
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
３
）
都
内
へ
の
電
気
の
供
給
（
２
（
３
）
及
び
（
５
）
を
除
き
、

以
下
単
に
「
電
気
の
供
給
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
排
出
さ
れ

る
温
室
効
果
ガ
ス
の
量
と
し
て
、
未
調
整
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
に
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
固
定
価
格
買
取
制
度
に
よ
る
固
定

価
格
買
取
費
用
の
負
担
に
応
じ
た
買
取
電
力
相
当
量
、
固
定

価
格
買
取
制
度
以
外
で
国
へ
の
設
備
登
録
が
完
了
し
た
非
化

石
電
源
か
ら
の
調
達
量
、
（
１６）

ア
（
た
だ
し
、
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
ウ
を
考
慮

し
た
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
（
以
下
「
基
礎
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
」
と
い

う
。
）

（
４
）
１
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の
電
気
の
供
給
に
伴
い
排
出
さ

れ
る
基
礎
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
（
以
下
「
基
礎
排
出
係
数
」
と
い

う
。
）

第
三

一
㈤
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
６
）
１
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の
電
気
の
供
給
に
伴
い
排
出
さ

れ
る
調
整
後
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
（
以
下
「
調
整
後
排
出
係
数
」

と
い
う
。
）

第
三

二
㈠
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
１
）
未
調
整
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
算
定
方
法

特
定
事
業
者
の
電
気
の
供
給
に
係
る
未
調
整
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量

の
算
定
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

Ｘ
＝Ａ

＋
Ｂ
＋
Ｃ

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｘ
、
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
は
、
次
の
値
を
表

す
も
の
と
す
る
。

⎛
⎞

Ｘ
電
気
の
供
給
に
係
る
未
調
整
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
（
単
位

千
ト
ン
）

Ａ
一
般
送
配
電
事
業
者
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
３９年

法
律

第
１７０
号
）
第
２
条
第
１
項
第
９
号
に
規
定
す
る
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
日
本
卸
電
力
取
引
所
（
以
下

「
一
般
送
配
電
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
調
達
し
た

電
気
の
供
給
に
係
る
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
（
単
位
千
ト
ン
）

Ｂ
自
己
及
び
子
会
社
が
所
有
す
る
発
電
所
並
び
に
発
電
に

係
る
情
報
を
取
得
で
き
る
親
会
社
、
関
連
会
社
及
び
そ
の

他
の
関
係
会
社
で
あ
る
会
社
（
そ
の
範
囲
は
、
知
事
と
協

議
の
上
、
定
め
る
。
）
が
所
有
す
る
発
電
所
（
以
下
「
自

社
等
発
電
所
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
発
電
に
よ
る
電
気

の
供
給
に
係
る
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
（
単
位
千
ト
ン
）

Ｃ
Ａ
又
は
Ｂ
以
外
の
電
気
の
供
給
に
係
る
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量

（
単
位

千
ト
ン
）

⎝
⎠

Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
、
イ
及
び
ウ
に
掲
げ
る
方
法

に
よ
り
算
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

ア
一
般
送
配
電
事
業
者
等
か
ら
調
達
し
た
電
気
の
供
給
に
係
る

Ｃ
Ｏ
２
排
出
量

一
般
送
配
電
事
業
者
等
か
ら
調
達
し
た
電
気
の
供
給
に
係
る

Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
は
、
当
該
調
達
し
た
電
気
の
量
に
、
当
該
一
般

送
配
電
事
業
者
等
に
係
る
未
調
整
排
出
係
数
を
乗
じ
て
求
め
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
未
調
整
排
出
係
数
の
値
が
不
明

な
場
合
は
ウ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
。

な
お
、
都
内
を
管
轄
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
の
未
調
整
排

出
係
数
に
つ
い
て
、
知
事
が
示
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

係
数
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
日
本
卸
電
力
取
引
所
に
係
る
未
調
整
排
出
係
数
に
つ

い
て
、
知
事
が
示
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
係
数
を
用
い

る
も
の
と
す
る
。

イ
自
社
等
発
電
所
に
お
け
る
発
電
に
よ
る
電
気
の
供
給
に
係
る

Ｃ
Ｏ
２
排
出
量

自
社
等
発
電
所
に
お
け
る
発
電
に
よ
る
電
気
の
供
給
に
係
る

Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
算
定
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

Ｂ

＝Ｄ
１ Ｅ

１ Ｆ
１ ＋
Ｄ
２ Ｅ

２ Ｆ
２ ＋
Ｄ
３ Ｅ

３ Ｆ
３ ＋
・
・
・

・
・
・
・
・
＋
Ｇ
＋
Ｈ
＋
Ｉ

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｆ
、
Ｇ
、
Ｈ
及
び
Ｉ
は
、
次

の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。
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⎞

⎛
⎞

Ｄ
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

出
量
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
平
成
１８年

経
済
産
業
省
・

環
境
省
令
第
３
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第

１
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
燃
料
の
う
ち
、
専
ら
発
電
の
用
に

供
す
る
た
め
使
用
し
た
も
の
の
量
（
単
位

同
表
の
第
３

欄
に
掲
げ
る
単
位
）

Ｅ
省
令
別
表
第
１
の
第
４
欄
に
掲
げ
る
発
熱
量
（
単
位

同
表
の
第
３
欄
に
掲
げ
る
単
位
当
た
り
の
ギ
ガ
ジ
ュ
ー

ル
）

Ｆ
省
令
別
表
第
１
の
第
５
欄
に
掲
げ
る
燃
料
の
種
類
ご
と

に
定
め
る
係
数
に
１
２
分
の
４
４
を
乗
じ
て
得
た
数
（
単

位
ト
ン
／
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

Ｇ
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
発
電
及
び
原
子
力
発
電

に
係
る
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
で
あ
り
、
当
該
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
は

０
と
す
る
。

Ｈ
次
の
式
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ

ン
発
電
に
よ
る
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
（
単
位

千
ト
ン
）

Ｈ

＝Ｊ
×
Ｋ
×
Ｌ
×

Ｍ
Ｍ
＋
Ｎ

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｊ
、
Ｋ
、
Ｌ
、
Ｍ
及
び
Ｎ
は
、
次

の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｊ
省
令
別
表
第
１
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
燃
料
の
う
ち
、

専
ら
発
電
の
用
に
供
す
る
た
め
に
使
用
し
た
も
の
の

量
（
単
位

同
表
の
第
３
欄
に
掲
げ
る
単
位
）

Ｋ
省
令
別
表
第
１
の
第
４
欄
に
掲
げ
る
発
熱
量
（
単

位
同
表
の
第
３
欄
に
掲
げ
る
単
位
当
た
り
の
ギ
ガ

ジ
ュ
ー
ル
）

Ｌ
省
令
別
表
第
１
の
第
５
欄
に
掲
げ
る
燃
料
の
種
類

ご
と
に
定
め
る
係
数
に
１
２
分
の
４
４
を
乗
じ
て
得

た
数
（
単
位
ト
ン
／
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

Ｍ
次
の
式
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
電
気
量
（
単
位

メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

Ｍ
＝
発
電
し
た
電
気
量
（
単
位
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
）

×
３
．
６
（
単
位
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
／
キ
ロ
ワ
ッ

ト
時
）

Ｎ
次
の
式
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
有
効
利
用
し
た
熱

量
の
価
値
（
単
位
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

Ｎ
＝
有
効
利
用
し
た
熱
量
（
単
位

メ
ガ
ジ
ュ
ー

ル
）
×
（
１
／
２
．
１
７
）

Ｉ
未
利
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
（
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
又
は
副
生
ガ
ス
と
し
て
別
表
に
掲
げ

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
し
た
発

電
に
よ
る
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
（
単
位
千
ト
ン
）
で
あ
り
、

生
産
工
程
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
フ
ロ
ー
を
示
す
資
料
、

未
利
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
を
利
用
し
た
発
電
シ
ス
テ
ム
等
の

資
料
を
提
示
し
た
上
で
、
知
事
と
協
議
し
、
算
定
方
法
を

決
定
す
る
。

⎝

⎝
⎠

⎠
ウ

ア
又
は
イ
以
外
の
電
気
の
供
給
に
係
る
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量

ア
又
は
イ
以
外
の
電
気
の
供
給
に
係
る
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
算

定
方
法
は
、
イ
に
掲
げ
る
方
法
と
同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
方
法
に
よ
る
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
算
定
の
基
と
な
る
情
報
の
一

部
又
は
全
部
が
把
握
で
き
な
い
と
知
事
が
認
め
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
電
気
の
供
給
の
量
に
、
省
令
第
２
条
第
５
項
第
３

号
に
規
定
す
る
係
数
を
乗
じ
て
求
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三

二
㈡
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
２
）
未
調
整
排
出
係
数
の
算
定
方
法

未
調
整
排
出
係
数
は
、
（
１
）
の
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
未

調
整
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
を
、
全
て
の
電
気
の
供
給
の
量
で
除
し
て

求
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三

二
中
十三
を
十六
と
し
、
同
十二
を
同
十五
と
し
、
同
十一
を
同
十四
と

し
、
同
㈩
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「メ

ニ
ュ
ー
別
調
整
後
Ｃ
Ｏ
２

排
出
係
数

」
を
「メ

ニ
ュ
ー
別
調
整
後
排
出
係
数

」
に
改
め
、
こ
れ

を
同
十三
と
し
、
同
㈤
か
ら
同
㈨
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
十一

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
１２）

メ
ニ
ュ
ー
別
基
礎
排
出
係
数
の
算
定
方
法

メ
ニ
ュ
ー
別
基
礎
排
出
係
数
は
、
メ
ニ
ュ
ー
ご
と
の
基
礎
Ｃ

Ｏ
２
排
出
量
を
、
メ
ニ
ュ
ー
ご
と
の
電
気
の
供
給
の
量
で
除
し

て
求
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三

二
㈣
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「調

整
後
Ｃ
Ｏ
２
排
出
係

数

」
を
「調

整
後
排
出
係
数

」
に
、
「
（
３
）
」
を
「
（
５
）
」
に

改
め
、
こ
れ
を
同
㈥
と
し
、
同
㈢
を
削
り
、
同
㈡
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

（
３
）
基
礎
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
算
定
方
法

基
礎
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
算
定
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

Ｘ
＝
Ａ
＋
（
Ｂ
＋
Ｃ
－
Ｄ
）
×
Ｅ

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｘ
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
及
び
Ｅ
は
、
次

の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

⎛
⎞

Ｘ
基
礎
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
（
単
位

千
ト
ン
）

Ａ
（
１
）
の
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
（
単

位
千
ト
ン
）

Ｂ
国
内
へ
の
電
気
の
供
給
の
量
に
対
す
る
固
定
価
格
買
取

調
整
電
力
量
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
固
定
価
格
買
取

制
度
に
よ
る
固
定
価
格
買
取
費
用
の
負
担
に
応
じ
た
買
取
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電
力
相
当
量
を
い
う
。
）
の
割
合
で
国
内
へ
の
電
気
の
供

給
に
伴
う
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
を
調
整
し
た
量
（
単
位
千
ト

ン
）

Ｃ
固
定
価
格
買
取
制
度
以
外
で
国
へ
の
設
備
登
録
が
完
了

し
た
非
化
石
電
源
か
ら
の
調
達
量
に
毎
年
度
経
済
産
業
省

及
び
環
境
省
が
公
表
す
る
全
国
平
均
係
数
を
乗
じ
て
算
出

し
た
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量

Ｄ
１
（
１６）

ア
国
内
認
証
排
出
削
減
量
（
た
だ
し
、
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
ウ

非
化
石
証
書
に
係
る
二
酸
化
炭
素
削
減
相
当
量

Ｅ
都
内
へ
の
電
気
の
供
給
の
量
を
国
内
へ
の
電
気
の
供
給

の
量
で
除
し
た
値

⎝
⎠

Ｄ
は
、
国
が
定
め
る
算
出
方
法
に
お
い
て
、
電
気
事
業
者
が

排
出
量
調
整
無
効
化
し
た
国
内
認
証
排
出
削
減
量
等
を
把
握
す

る
方
法
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
基
礎
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
調
整
方

法
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
４
）
基
礎
排
出
係
数
の
算
定
方
法

基
礎
排
出
係
数
は
、
（
３
）
の
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
基
礎

Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
を
、
全
て
の
電
気
の
供
給
の
量
で
除
し
て
求
め

る
も
の
と
す
る
。

（
５
）
調
整
後
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
算
定
方
法

調
整
後
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
算
定
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。

Ｘ
＝
Ａ
＋
（
Ｂ
＋
Ｃ
－
Ｄ
）
×
Ｅ

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｘ
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
及
び
Ｅ
は
、
次

の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

⎛
⎞

Ｘ
調
整
後
の
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
（
単
位

千
ト
ン
）

Ａ
（
１
）
の
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
未
調
整
Ｃ
Ｏ
２
排
出

量
（
単
位
千
ト
ン
）

Ｂ
国
内
へ
の
電
気
の
供
給
の
量
に
対
す
る
固
定
価
格
買
取

調
整
電
力
量
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
固
定
価
格
買
取

制
度
に
よ
る
固
定
価
格
買
取
費
用
の
負
担
に
応
じ
た
買
取

電
力
相
当
量
を
い
う
。
）
の
割
合
で
国
内
へ
の
電
気
の
供

給
に
伴
う
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
を
調
整
し
た
量
（
単
位

千
ト

ン
）

Ｃ
固
定
価
格
買
取
制
度
以
外
で
国
へ
の
設
備
登
録
が
完
了

し
た
非
化
石
電
源
か
ら
の
調
達
量
に
毎
年
度
経
済
産
業
省

及
び
環
境
省
が
公
表
す
る
全
国
平
均
係
数
を
乗
じ
て
算
出

し
た
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量

Ｄ
１
（
１６）

の
環
境
価
値
量
の
算
定
に
用
い
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
の
量

Ｅ
都
内
へ
の
電
気
の
供
給
の
量
を
国
内
へ
の
電
気
の
供
給

の
量
で
除
し
た
値

⎝
⎠

Ｄ
は
、
国
が
定
め
る
算
出
方
法
に
お
い
て
、
電
気
事
業
者
が

排
出
量
調
整
無
効
化
し
た
国
内
及
び
海
外
認
証
排
出
削
減
量
等

を
把
握
す
る
方
法
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
調
整
後
Ｃ
Ｏ
２
排
出

量
の
調
整
方
法
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。

第
五

四
㈠
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
㈡
（
見
出
し
を
含
む
。
）

及
び
㈢
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「Ｃ

Ｏ
２
排
出
係
数

」
を
「基

礎

排
出
係
数

」
に
改
め
る
。

第
五

六
㈣
中
「運

転
開
始
日

」
を
「運

転
開
始
年
月

」
に
改
め

る
。第

五

八
㈡
を
削
り
、
同
㈨
中
「（

８
）

」
を
「（

９
）

」
に
改

め
、
こ
れ
を
同
㈩
と
し
、
同
㈢
か
ら
同
㈧
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
㈠
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
２
）
基
礎
排
出
係
数

（
３
）
調
整
後
排
出
係
数

第
五

九
㈣
中
「並

び
に
京
都
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
気
候
変
動
に
関
す

る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
京
都
議
定
書
（
平
成
１７年

条
約
第
１
号
）

第
６
条
、
第
１２条

及
び
第
１７条

に
規
定
す
る
措
置
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
活
用
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
量
の
確
保

」
を
削
る
。

第
六

三
中
「全

電
源
の
Ｃ
Ｏ
２
排
出
係
数

」
を
「未

調
整
排
出

係
数

」
に
、
「火

力
発
電
の
Ｃ
Ｏ
２
排
出
係
数

」
を
「基

礎
排
出
係

数

」
に
、
「調

整
後
Ｃ
Ｏ
２
排
出
係
数

」
を
「調

整
後
排
出
係
数

」

に
改
め
る
。

第
六

七
㈡
を
削
り
、
同
㈨
中
「（

８
）

」
を
「（

９
）

」
に
改

め
、
こ
れ
を
同
㈩
と
し
、
同
㈢
か
ら
同
㈧
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
㈠
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
２
）
基
礎
排
出
係
数

（
３
）
調
整
後
排
出
係
数

第
六

八
㈣
中
「、

京
都
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
活
用
に
よ
る
温
室
効
果

ガ
ス
削
減
量
の
確
保

」
を
削
る
。

第
六

十
㈠
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「Ｃ

Ｏ
２
排
出
量

」
を

「未
調
整
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量

」
に
改
め
、
同
㈡
中
「、

位
置
、
発
電
規

模

」
、
「、

電
気
の
供
給
に
伴
い
排
出
さ
れ
た
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量

」
、

「、
熱
効
率
の
実
績

」
を
削
り
、
同
㈢
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中

「排
出
さ
れ
た

」
の
次
に
「基

礎
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
及
び

」
を
加
え
、

同
㈣
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「メ

ニ
ュ
ー
別
調
整
後
Ｃ
Ｏ
２
排
出

係
数

」
を
「メ

ニ
ュ
ー
別
基
礎
排
出
係
数
及
び
メ
ニ
ュ
ー
別
調
整
後

排
出
係
数

」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
一
号
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
一
号
様
式
そ
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
一
号
様
式
そ
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
二
号
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
二
号
様
式
そ
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
品
川
区
北
品
川

三
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
六
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
を
次

の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

研
修
の
主
催
者
の

名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導

セ
ン
タ
ー

港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二

研
修
の
開
催
年
月

日
並
び
に
会
場
の

名
称
及
び
所
在
地

令
和
七
年
九
月
七
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

三

受
講
料

五
千
円

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
七
月
二
十
八
日
任
期
満
了
に
よ
る
参

議
院
（
東
京
都
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に

つ
い
て
被
登
録
資
格
の
決
定
の
基
準
と
な
る
日
及
び
登
録
を
行
う
日

を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

基
準
と
な
る
日

令
和
七
年
七
月
二
日
。
た
だ
し
、
年
齢
に
つ
い
て

は
、
同
月
二
十
日

登
録
を
行
う
日

令
和
七
年
七
月
二
日

告

示
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
五
号

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
下
水
を
排
除
及
び
処
理
す

べ
き
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
図
面
は
、
東
部
第
二
下
水
道
事
務
所
内
に
お
い
て
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

東
京
都
下
水
道
局
長

藤

橋

知

一

一

供
用
及
び
処
理
開

始
年
月
日

令
和
七
年
七
月
五
日

二

下
水
を
排
除
及
び

処
理
す
べ
き
区
域

別
表
の
と
お
り

三

排
水
施
設
の
位
置

別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
地
先

四

分
流
式
又
は
合
流

式
の
別

合
流
式

五

終
末
処
理
場
の
位

置
及
び
名
称

葛
飾
区
小
菅
一
丁
目
二
番
一
号

小
菅
水
再
生
セ
ン
タ
ー

別
表区

名

町

名

街
区
符
号
又
は
地
番

全

部

告

示

区

域

足
立
区

梅
島
三
丁
目

五
番
及
び
七
番

公

告

参
議
院
（
東
京
都
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙

長
の
事
務
を
行
う
場
所
に
つ
い
て

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日
任
期
満
了
に
よ
る
参
議
院
（
東
京
都
選

出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お

り
定
め
た
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一

令
和
七
年
七
月
三
日

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
階
二

〇
一
会
議
室
及
び
二
〇
二
会
議

室

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号

二

同
月
四
日
以
降

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本
庁

舎
北
塔
四
十
階

参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選

挙
分
会
長
の
事
務
を
行
う
場
所
に
つ
い
て

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日
任
期
満
了
に
よ
る
参
議
院
（
比
例
代
表

選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
分
会
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次

の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
北
塔
四
十
階

参
議
院
議
員
選
挙
に
お
け
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団

体
が
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に
す
る
届
出
、
申
請

等
の
受
付
場
所
に
つ
い
て

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日
任
期
満
了
に
よ
る
参
議
院
議
員
選
挙
に

お
い
て
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に

す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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一

令
和
七
年
七
月
三
日

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
階
二

〇
六
会
議
室

新
宿
区
西
新
宿

二
丁
目
八
番
一
号

二

同
月
四
日
以
降

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本
庁

舎
北
塔
四
十
階
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